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はじめに

●本マニュアルは、特殊車両通行許可の申請手続きに関して説明しています。
システム操作をはじめとした各種詳細については、各マニュアル（特殊車両通行
許可申請書類作成要領、電子申請書作成システム操作マニュアル、道路情報
便覧付図表示システムマニュアル、特殊車両オンライン申請システム～説明資
料～）をご覧下さい。
●必要な書類に関しては、全国版のマニュアルでは記載の無い提出書類があり

 ますので、このマニュアルを基本に書類作成をお願いいたします。
●申請される段階でご不明な点がありましたら、申請される窓口にご確認下さ
い。

特殊車両通行許可が必要な場合は？

　下記の値（荷物を積んだ状態）のいずれかを超える場合や、橋、高架の道路、
トンネル等で総重量、高さのいずれかの制限値を超える車両が、※道路法上の
道路を通行する際には特殊車両通行許可が必要になります。

※港湾道路などの道路法上の道路以外を通行する場合は、それぞれの管理者へご確認ください。

一般的制限値

最小回転半径

車両の総重量、軸重、隣接軸重および輪荷重

隣接軸重
18トン（隣り合う車軸の軸距が1.8m未満）
19トン（隣り合う車軸の軸距が1.3m以上、かつ
隣り合う車軸の軸重がいずれも9.5トン以下）
20トン（隣り合う車軸の軸距が1.8m以上）

※高さ指定道路の場合は４．１ｍ

※高速道路や重さ指定道路の場合は、車両
の構造により総重量２５ｔ
※トレーラには、別に特例があります

幅・長さ・高さ



セミトレーラ連結車とフルトレーラ連結車の場合は？

総重量の特例と長さの特例があります。
バン型、タンク型、幌枠型、コンテナ、または自動車の運搬用に限ります。

　【重さの特例】

　【長さの特例】

※この特例は、積載貨物が被けん引車の車体の前方または後方にはみ出していないものの長さです

14m以上　15m未満

最遠軸距

11m以上　12m未満

12m以上　13m未満

13m以上　14m未満

8m以上　9m未満

9m以上　10m未満

10m以上　11m未満

15m以上　15.5m未満

15.5m以上
8m以上　9m未満

9m以上　10m未満

29トン
30トン
32トン
33トン

25トン
26トン

総重量
制限値

27トン

36トン
25トン
26トン

その他の道路

10m以上
8m以上　9m未満

9m以上　10m未満

10m以上

高速自動車国道

重さ指定道路

フルトレーラ連結車

道路種別

首都高速道
路、阪神高速
道路、その他
の都市高速
道路および
本州四国連
絡橋道路は
含まれませ
ん。

備考

27トン
24トン
25.5トン
27トン

35トン

連結車

高速自動車国道

道路種別 備考

16．5ｍ
18．0ｍ

長さの
制限値

セミトレーラ連結車

特例５車種

①バン型

②タンク型

③幌枠型

④コンテナ用

⑤自動車運搬用

フルトレーラ
フルトレーラー連結車については、トラッ
クおよびトレーラの双方が同一の種類の
車両である必要はなく、それぞれが①～
⑤に該当していれば大丈夫です



どんな車が新規格車なの？？

右の条件を満たす車両を言います。
特徴は以下の２つです。
①積載する貨物は分割出来るものでも可能
②ワッペンを前面に貼ります

新規格車も申請が必要？

新規格車は「高速道路」「重さ指定道路」を自由に通行出来ますが、これら
以外の道路を走る場合には申請が必要となります。
※指定道路については、特車運用事務局ＨＰをご覧下さい。
　　ＵＲＬ：http://www.tokusya.ktr.mlit.go.jp/PR/shiteidouro/tokusya/q02-a/



許可期間ってどれくらいなの？

許可の期間は事業区分および車両の諸元により、次のとおり決められて
います。

☆最大1年間としてきた特殊車両通行許可の期間について

　平成21年5月21日より最大2年間に延長されました

別表
１　寸法

通行期間説　　　明

路線を定める自動車運送事業用の車両
（例：路線トラック、定期便トラック）

2年

事業区分

路線

2年以内
ただし、車両が別
表に掲げる数値
のいずれかを超
える諸元にあって
は、1年以内

必要な期間
ただし、1年以内

区域

その他Ａ

その他Ｂ

上記、路線以外の自動車運送事業用の車両
（例：区域トラック、海上コンテナ、その他の営
業車）

上記、路線、区域以外で、通行経路が一定
し、反復継続して通行する車両
（例：営業車以外の自家用車で、クレーン車
等）

上記、路線、区域、その他Ａ以外で、一回限り
（反復継続しない）通行する車両
（例：発電機等を運ぶ車両で一回限り）

３．５ｍ

４．３ｍ

単　　車

幅

１６．０ｍ

１７．０ｍ

１９．０ｍ

高　　さ

長　　さ

２１．０ｍ

フルトレーラ

ダブルス

連
結
車

セミトレーラ



2　重量



申請にはどんなやり方があるの？

大きく分けて、3つのやり方があります。

①オンライン申請：インターネット上で、申請受付や許可証発行を行います

②ＦＤ申請：ＰＣで申請書を作成し、データの入ったＦＤと関係書類を提出します

③紙申請：関係書類を作成し、提出します

ちなみに、許可証が発行されるまでの時間を比較すると……

①オンライン申請＜②ＦＤ申請＜③紙申請

※ＰＣを使った①、②について、後述説明をご覧下さい

ＦＤ申請をしてみたいけど、ＰＣにはフロッピーディスクドライブが無いわぁ……

許可データをお渡しするため、フロッピーディスクドライブが無い場合は、ＵＳＢ
メモリー等、どんなＰＣでも読み書き出来る媒体での提出をお願いしています。

ＦＤ申請する場合、どんなシステムを使う事になるの？

申請書を作るための「電子申請書作成システム」、道路の情報を確認する
ための「道路情報便覧システム」、通行経路を選択するときに使用する地図
を作成するための「道路情報便覧付図表示システム」を使う事になります。
いずれも窓口にて無償ＣＤを配付していますので、ご利用ください。

許可が出るまでの流れはどんな感じなの？

許可までの大まかな流れは以下のようになっています。

①申請（特殊車両申請窓口に持参します、郵送は不可です）

②受理、審査（申請を受理した順番で審査に着手します）

③許可証作成

④納入告知書発行、手数料支払い
（東京の財務省会計センターで発行・発送され、金融機関で支払います）

⑤許可証の交付
（手数料を支払った領収証書（コピー可）を申請書を提出した窓口に持参します）

※①で書類不備があると受理が出来ませんので、不備の無いよう、提出前に
書類の確認をお願いいたします。

ＰＣを使った処理
をすると、許可が
早く出るんですよ



申請は一台ずつしなくちゃだめなの？

　一台ずつする方法（普通申請と言います）がありますが、複数台をまとめる
方法（包括申請と言います）もあります。
　連結車の場合は、トラクタとトレーラの台数がそれぞれ１台の場合、普通申請
となります。

　包括申請出来るものは、車種、通行経路、積載貨物、通行期間が同じもの

でなければなりません。

申請受付窓口はどこなの？

　北海道内であれば、各開発建設部、各建設管理部と札幌市が窓口になります。これらの

道路管理者で、経路に含まれている管理者であれば申請することが出来ます。そして、オン

ライン申請なら、２４時間全国の窓口に申請することが出来ます。

　市道のみを通行する等、道路管理者が一者の場合は、その管理者に申請してください。

　通行経路に国道の数が多ければ「開発建設部」、道道の数が多ければ「建設管理部」へ

申請書を提出すると、審査時間が少なくなる場合があります。管理している道路管理者に

直接申請することにより、許可が出るまでの時間を少なくすることが出来るのです。

　たとえば、国道が多い申請を建設管理部に申請した場合、国道は建設管理部で管理してい

ないため、実際に管理している国（開発建設部）への協議が必要となる場合があります。この

ような場合、直接開発建設部に申請した場合と比べると、多くの時間がかかってしまいます。

注）詳細は後述しています。

申請

窓口

審査します

他の道路管理者

窓口で管理していない道路
が、個別審査となると…

支障が無ければ、許可証発行へ

審査します

窓口で管理していない道路が
多くあった場合、このやりとり
に多くの時間がかかってしま
います。時間を短縮したい場
合は、注）事前算定し、個別審
査が出ている道路を最も多く
管理している道路管理者へ申
請するのがベストです。

他の道路管理者

審査します

他の道路管理者

審査します

他の道路管理者へ協議します

審査後、窓口へ回答します



全国の申請窓口一覧

関東地方整備局ＨＰに掲載されていますので、下記ＵＲＬをご覧下さい。

　　ＵＲＬ：http://www.ktr.mlit.go.jp/road/sinsei/index00000012.html

北海道内の申請窓口一覧

高速
道路

東日本高速道路（株）

北海道支社
管理事業部交通管理課

〒004-
8512

札幌市厚別区大谷地西5の12の30

受付窓口名

札幌開発建設部
公物管理業務課

函館開発建設部
公物管理課

小樽開発建設部
公物管理課

旭川開発建設部
公物管理課

室蘭開発建設部
公物管理課

釧路開発建設部
公物管理課

帯広開発建設部
公物管理課

機関

国

〒047-
8555

〒078-
8513

〒051-
8524

〒085-
8551

〒080-
8585

網走開発建設部
公物管理課

留萌開発建設部
公物管理課

稚内開発建設部
公物管理課

札幌市中央区北2条西19丁目

所　　在　　地

稚内市末広5丁目6番1号

〒093-
8544

〒077-
8501

〒097-
8527

郵便
番号

〒060-
8506

〒040-
8501

函館市大川町1番27号

小樽市潮見台1丁目15番5号

旭川市宮前通東4155番31

室蘭市入江町1番地14

釧路市幸町10丁目3

帯広市西4条南8丁目

網走市新町2丁目6番1号

留萌市寿町1丁目68

(0143)
23-3308

(0154)
24-7184

(0155)
24-4102

電話番号

(011)
611-0199

(0138)
42-7692

(0134)
23-5172

(0166)
32-1498

(0152)
44-6171

(0164)
42-2315

(0162)
33-1000

（011）
896-5344

オンライン申請なら、２４
時間全国の窓口に申請
することが出来ますよ



後志総合振興局
小樽建設管理部
用地管理室

管理課管理第二係

機関 受付窓口名
郵便
番号

市

留萌振興局
留萌建設管理部
用地管理室

管理課管理第二係

宗谷総合振興局
稚内建設管理部
用地管理室

管理課管理第二係

オホーツク総合振興局
網走建設管理部
用地管理室

管理課管理第二係

札幌市
建設局管理部
道路管理課

十勝総合振興局
帯広建設管理部
用地管理室

管理課管理第二係

釧路総合振興局
釧路建設管理部
用地管理室

管理課管理第二係

道

〒064-
0811

〒047-
8639

〒041-
8554

〒051-
8558

渡島総合振興局
函館建設管理部
用地管理室

管理課管理第二係

胆振総合振興局
室蘭建設管理部
用地管理室管理課

管理第二係

上川総合振興局
旭川建設管理部
用地管理室

管理課管理第二係

空知総合振興局
札幌建設管理部
用地管理室

管理課管理第二係

〒085-
0006

〒080-
8588

〒060-
8611

〒079-
8613

〒077-
8585

〒097-
8585

〒093-
8670

札幌市中央区北1条西2丁目

札幌市中央区南11条
西16丁目2-1

小樽市奥沢1丁目21-1

函館市美原4丁目6番16号

室蘭市海岸町１丁目１-１
むろらん広域センタービル

旭川市永山6条19丁目1番1号

留萌市住之江町2丁目1-2

稚内市末広4丁目2-27

網走市北7条西3丁目

(0155)
26-9212

電話番号

帯広市東3条南3丁目1

釧路市双葉町6-10

所　　在　　地

(0154)
23-0563

(011)
211-2452

(011)
561-0414

(0134)
25-2444

(0138)
47-9633

(0143)
24-9872

(0166)
46-4926

(0164)
42-8369

(0162)
33-3727

(0152)
41-0726



申請手数料はいくらかかるの？

下記の計算式で手数料の計算が出来ます。

申請車両台数×申請経路数×２００円

※申請車両台数：トラックまたはトラクタの台数です

※申請経路数：同じルートを往復する場合は、
　２経路になります（例：６ルートを往復→１２経路）

※申請経路が複数の道路管理者にまたがらない場合
　は、手数料はかかりません。
　（例：国道のみ通行する場合）

どんなに重たい（長い）積載物でも、大丈夫？

　橋梁をはじめとした道路構造物には、限度重量がありますし、空間の制限が
あります。これらを超える場合、個別の審査が必要となります。公共的要素の
強いもののみが許可となりますので、新規に申請する場合は、事前に申請
窓口へご相談下さい。

どれくらいの大きさだと超寸法？超寸法だと必要な書類は？？

以下の条件を超えるものが超寸法となります。

【必要な書類】

１．理由書・運行計画書
（幅４．０ｍ超または長さ３０ｍ以上は待避場所の説明が必要です）

２．積載状態説明図
（申請経路により、幅３．０ｍ超または長さ２０ｍ以上で必要となります）

３．軌跡図
（申請経路により、幅３．０ｍ超または長さ２０ｍ以上で必要となります）

４．その他道路管理者が必要とする書類（例：応力計算書等）

長さ　　　　　２５ｍ

総重量　　　５５ｔ

諸元

２，３（４．０ｍ超の場合は１も）

必要書類

１，２

幅　　　　　３．５ｍ

高さ　　　　４．３ｍ

２，３（３０ｍ以上は１も）

１



通行条件って何？どんな条件があるの？？

　算定の結果、道路管理者が通行することがやむを得ないと認めるときには、
通行に必要な条件を付して許可します。この条件を「通行条件」といいます。
　通行条件には、次のようなものがあります。

道路管理者が別途指示する場合はそ

の条件も付加する

Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ

徐行等の特別の条件を付さない

徐行を条件とする

徐行および当該車両の前後に誘

導車を配置することを条件とする

徐行、連行禁止および当該車両の前

後に誘導車を配置し、かつ２車線内に

他車が通行しない状態で当該車両が

通行することを条件とする

徐行等の特別の条件を付さない

徐行および連行禁止を条件とする

徐行、連行禁止および当該車両の前後

に誘導車を配置することを条件とする

区分
記号

内　　　　　　容

寸法についての条件重量についての条件



なるべく、通行条件が良い状態で走りたいんだけど…

車両によって通行条件が変わってきます。また、申請する時期によっても、
道路の状況が変わり、通行条件はその影響を受けます。
この通行条件を、申請する前に把握する方法があります。
これを「事前算定する」といいます。
事前算定することで、「通行条件」や「個別審査」の情報が分かり、最も通行
条件のよい経路を探す事ができます。
この事前算定のやり方について説明します。

　「インターネット特殊車両システム」のＨＰを使います

　　ＵＲＬ：https://www2.tokusya.ktr.mlit.go.jp/

ここをクリックします

出発地

目的地

事前算定をすると、申
請前に通行条件を確認
することが出来るんで
す。これをすることで、
良い条件の経路を設定
することができますよ。

出来れば日中走りたい
けど、日中走れる経路
はないかなぁ……



ここをクリックします

ここをクリックします



③ここをクリックします

①データの入っている場
所を選びます ②該当するデータを選んで

②ここをクリックします

①ここを確認してから



ここの内容をメモします

①先ほどメモした内容を入力し

②ここをクリックします



ここをクリックします

下にスクロールします



ここをクリックし、お好
みの場所に保存した
後、印刷して下さい

保存したデータを開くと左側にこのような
表示がありますので、「Ｃ・Ｄ条件及び個
別審査箇所一覧（簡易版）」を選択して、
印刷します

このように、条件や個別審査
になるかどうかがわかります

※印刷には帳票印刷プログラム
（Tblprint）が必要となります。
特殊車両ＰＲサイトのダウンロードページ
から入手できます。
http://www.tokusya.ktr.mlit.go.jp/PR/



申請書類は何が必要？部数は？？

下の表で該当する書類（Ａ４サイズ）を提出をお願いします。

各1部 各1部 各1部
前回までの許

可証
各1部

付近図 2部 2部 -

自動車検査証
の写し

※軌跡図
（超寸法車両

のみ）

その他上記以
外の書類で道
路管理者が必
要とするもの

超寸法などにより道路管理者が必要とするもの

（2部）

2部

（2部）

2部

（2部） （2部）

2部
+車両分

※通行経路図

2部

-

2部通行経路表

1部

-

2部

特殊車両通
行許可・認定

申請書

車両内訳書

車両諸元に
関する説明書
（普通申請用）

※車両諸元に
関する説明書
（包括申請用）

2部
+車両分

1部

2部

2部

2部 2部

-

-

2部

-

1部

-

-

車両の
変更

1部

2部

2部

-

2部

2部
+車両分

-

2部

専用ソフトを
使って作成

システムから印刷
新規格車は不要

システムから印刷
新規格車は不要

システムから印刷

次頁参照

インターネット等
を使って作成

システムから印刷

システムから印刷

備考
更新
申請

その他の
変更

変更申請

経路の
変更

包括申請普通申請

新規申請

1部

-

-

-

-

-

-

- -

-

-

-

-

-

-

-

1部



＝以下の点にご注意ください＝

・連結車の場合は、申請車両数はトラクタの台数となります。
・複数車両・複数経路の場合は、※印の書類の部数は、セット数を示します。
・更新申請・変更申請については、新規申請時以降の許可証一式も必要と
　なります。
・けん引する場合、けん引が可能であることを確認出来るよう、車検証（写）備考
　欄の該当する型式に下線を引いて提出して下さい。
・通行経路図に使用する地図は、著作権保護の観点から「※車両制限令用
　道路地図」又は「道路情報便覧更新付図表示システムの白地図」を使って
　作成してください。（※トラック協会等で販売しています）
・通行経路図は、通行する経路を赤の太線で表示し、経路番号を付記します。
・付近図には、出発地及び目的地の付近の地図に、出発地及び目的地が
　わかるようにし、通行経路の一部（道路情報便覧に収録されていない道路
　は全区間）を赤の太線で表示します。
・前回までの許可証とは、新規申請時以降（新規＋変更＋前回分）の許可証
　のことです。途中の更新分は審査には必要ありません。

『その他の書類』の代表的なものは以下のとおりです。

●新規開発車両設計製作基準適合証明書…申請車両が建設機械の場合、
　新規開発車両設計製作基準に適合することを証明するもので、当該車両の
　基本通行条件等を記載したもの

●理由書・運行計画書（様式１）…車両の構造および積載する貨物の特殊性、
　申請車両の通行時間、誘導方法※１、待避の場所等※2を記載したもの
　

※１：誘導方法については、申請車両が交差点を折進する場合およびトンネル、
橋梁等を通行する場合における車両の誘導について記載したもの

※２：待避場所の位置については、申請車両の走行速度が遅いため、後続の
交通に影響を与え渋滞の原因となるので、適宜に待避場所を選び、後続車両
を通過させ、交通の円滑を図るようにする措置を記載したもの。

●応力計算書（橋梁等の補強が必要となる場合）…橋梁等の補強が必要と
なる場合に、申請車両が橋梁に与える影響を計算したもの

●その他…所轄警察署との事前打ち合わせ記録ほか



《作成イメージ》



申請書類はどうやって提出するの？

申請書と関連書類一式を、以下の順番に揃えて提出してください。
※オンライン申請は除きます

【普通申請の場合】

【包括申請の場合】

③紙申請の場合は、

　「車両の諸元に関する説明書02」

　も必要です。

※「車種区分コード表」中の「車両の種類」がトラック、建設機械用車両その他の場合には、

　トレーラの様式はありません。

※変更・更新の場合は、前述の「申請書類は何が必要？部数は？？」に記載している

　書類を、上記の順番で編纂の上提出して下さい。

その他、車両に応じて必要となる書類
⑪自動車検査証の写し

⑩付近図
⑨通行経路図

⑧通行経路表07

⑦車両の諸元に関する説明書06
（トレーラ）

⑥車両の諸元に関する説明書05
（トラック・トラクタ及びトレーラ）

⑤車両の諸元に関する説明書04
（トラック・トラクタ及びトレーラ）

その他、車両に応じて必要となる書類

⑥自動車検査証の写し

⑤付近図

④通行経路図

③通行経路表07

②車両の諸元に関する説明書01,02

①特殊車両通行許可申請書
（許可証の様式は不要です）

④車両の諸元に関する説明書03
（トラック・トラクタ及びトレーラ）

③車両の諸元に関する説明書01

②車両内訳書

①特殊車両通行許可申請書
（許可証の様式は不要です）



ＦＤ申請って、なに？

申請データをフロッピーディスクに入れて、申請書類と一緒に提出する方法です。
許可データが入って戻ってくるので、更新時に使うと大変便利です。
ＦＤ申請には、以下の２通りの方法があります。

①電子申請書作成システムと道路情報便覧を使って、申請書類を作成する方法
②オンライン申請支援システムを使って、申請書類を作成する方法

ＦＤ申請って、どうやるの？

ここでは、上記の①に関する操作説明をします。
（②については、申請窓口に直接お問い合わせ下さい）

ＣＤをインストールし
た後、このアイコンを
クリックします

まず、申請窓口でこ
れらの無償版ＣＤを
受け取り、ＰＣにイン
ストールします（イン
ストール方法は、ＣＤ
に入っているマニュ
アルをご覧ください）

拡大



初にこの画面が出て
きますので、ここをク
リックします

この画面に切り替わりますので、
全ての項目を入力します

全項目の入力を
確認してから、こ
のボタンをクリッ
クします

役職は入力しな
いでください

携帯電話など、
実際に連絡がと
れる番号を入力
します



※バン型とタンク型では入力
する必要はありません

※この印の箇所は入力
の必要はありません

この画面に切り替わりま
すので、該当項目を入力
し、このボタンをクリックし
ます

①この画面に切り替わります
ので、トラクタの車検証を見な
がら、入力します

②全項目の入力を確
認してから、このボタ
ンをクリックします

＝ご注意ください!!＝
長さはトレーラとの接続部分まで
の長さになりますので、車検証と
は異なる数値になります



①この画面に切り替わりま
すので、トラクタ同様、車検
証情報を基に入力します

＝ご注意ください!!＝
※「幅・高さ・長さ」は積載状態での寸法と
なります
※長さは、トラクタとの接続部分からの長さ
となります
※積載物重量は、申請トレーラの中で 大
積載量が一番少ないトレーラの 大積載
量以内を全てのトレーラに入力します

②全項目の入力を確
認してから、このボタ
ンをクリックします

①この画面に切り替わりま
すので、上記の図を見なが
ら、数値を入力します

＝ご注意ください!!＝
※軸間距離等の数値は、車検証では
確認出来ませんので、別途メーカー等
からの情報が必要になります ②入力を確認してから、こ

のボタンをクリックします



①この画面に切り替わりま
すので、上記の図を見なが
ら、数値を入力します

＝ご注意ください!!＝
※軸間距離等の数値は、車検証では
確認出来ませんので、別途メーカー等
からの情報が必要になります

②入力を確認してから、こ
のボタンをクリックします

①この画面に切り替わりま
すので、トラクタの車検証情
報を基に入力します

＝ご注意ください!!＝
※輪数は、軸毎のタイヤの数を入力
しますが、「ダブルタイヤは、2本で1
本」と考えて入力します

＝ご注意ください!!＝
※ 外輪中心間距離（G値）は車
検証では確認出来ませんので、
別途メーカー情報等が必要とな
ります
・シングルタイヤの場合は、左右
のタイヤの中心から中心までの
距離を入力します
・ダブルタイヤの場合は、一番外
にあるダブルタイヤのタイヤとタ
イヤの間の距離を入力します

②入力を確認してから、こ
のボタンをクリックします



①この画面に切り替わりま
すので、トレーラの車検証情
報を基に入力します

＝ご注意ください!!＝
※ 外輪中心間距離（G値）は車
検証では確認出来ませんので、
別途メーカー情報等が必要とな
ります
・シングルタイヤの場合は、左右
のタイヤの中心から中心までの
距離を入力します
・ダブルタイヤの場合は、一番外
にあるダブルタイヤのタイヤとタ
イヤの間の距離を入力します

＝ご注意ください!!＝
※輪数は、軸毎のタイヤの数を入力
しますが、「ダブルタイヤは、2本で1
本」と考えて入力します

②入力を確認してから、こ
のボタンをクリックします

このウインドウが表示されま
したら、入力内容に誤りが無
いことを意味しますので、こ
のボタンをクリックします

エラーが出た場合は、該
当箇所を修正して、再び
入力チェックをします



　

計算結果のウインドウが消
えましたら、このボタンをク
リックして印刷します

①申請書、様式01、様式03
～06、車両内訳書にチェッ
クを入れて、申請書以外は
「2部」とします

②入力を確認してから、こ
のボタンをクリックします

③確認ウインドウが出てく
るので、このボタンをク
リックします

④確認ウインドウが出てく
るので、このボタンをク
リックします

⑤最後にこのボタン
をクリックします



印刷ウインドウが消え
ましたら、このボタンを
クリックします

「読込データの登録」
ウインドウが出てくる
ので、このボタンをク
リックします



①赤枠内を入力
します

※道路情報便覧を基
に交差点番号を入力
します

②入力を確認してから、こ
のボタンをクリックします

③経路に不連続が無
ければ、このようなメッ
セージが出ます

※エラーがあった場合は、
このメッセージが出てくる
ので、このボタンを押して、
エラー箇所を修正します



水色に反転している箇所
は、路線名を手入力する
必要があるので、「未」を
クリックします

①このウインドウが出てきますので、入
力します。
※道路情報便覧上路線名が収録され
ていない都道府県道、市町村道は、各
道路管理者の窓口（総合窓口でも可）
へ路線名の確認をして入力します

②入力を確認してから、こ
のボタンをクリックします



この画面になりますので、
2部印刷し、閉じます

以上で終了です

このウインドウが出てきま
すので、フロッピーディスク
をセットし、保存場所にフ
ロッピードライブを選んで
（通常はa）、ファイル名を入
力後、登録ボタンをクリック
します



・こ
こ
を
ク
リ
ッ
ク
す
る
と

ポ
イ
ン
タ
が
＋
、
－
の
付

い
た
矢

印
に
な
り
ま
す
。

・
＋
は
地
図
の
拡
大
、
－

は
地
図
の
縮
小
で
、
拡

大
・
縮
小
し
た
い
箇
所
で

左
ク
リ
ッ
ク
す
る
と
地
図

の
縮

尺
が

拡
大
・
縮
小

さ
れ
ま
す
。

・こ
こ
を
ク
リ
ッ
ク
す
る
と
ポ

イ
ン
タ
が
手
の
形
に
な
り

ま
す
。

・
左

ク
リ
ッ
ク
を
し
た
ま
ま

移
動
さ
せ
た
い
方
向
へ
マ

ウ
ス
を
動

か
し
、
左

ク
リ
ッ

ク
を
放
す
と
地
図
が
移
動

し
ま
す
。

☆
は

じ
め
に
こ
こ
を

ク
リ
ッ
ク
し
ま
す
。

・
交
差
点
番
号
は
画
面
右
上

の
6
桁

、
路

線
上

に
あ
る
4

桁
、
あ
わ

せ
て
1
0
桁

で
構

成
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
こ
で
あ
れ

ば
、
「
6
3
4
1
4
0
1
6
0
9
」
と
な
り

ま
す
。

基
本

操
作

１
道路情報便覧付図表示システムの利用方法



①
地

図
の
縮
尺
を
こ
の
数
値
ま
で
拡

大
す

る
と
、

②
水
色
の
番
号
（
未

収
録

交
差

点
番

号
）
が
表
示
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。

黒
や
赤
で
記
載
さ
れ
て
い
る

交
差

点
番

号
は

、
収

録
交

差
点

番
号

と
い
い
ま
す
。

こ
の
よ
う
な
水

色
以
外
の
線
は

「
収

録
路

線
」
で

す
。

水
色

の
線

は
「
未

収
録

路
線

」
で
す
。

未
収

録
路

線
は

シ
ス
テ
ム
に
道

路
情

報
が

な
く
、
路
線
名
称
が
わ
か
ら
な
い
の
で
、
各
道
路

管
理
者
（
都
道
府
県
、
市
町
村
）
へ
路
線
名
を

確
認
し
た
上
で
申
請
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

基
本

操
作

２



目
的

地

国
道

3
7
号

沿
い
に
出

発
地

、
国

道
3
6
号

沿
い
に
目

的
地

が
あ
り
、
道

道
1
0
7
号

を
経

由
す
る
場

合
を
例

に
説
明
し
ま
す
。

・
地
図
を
【
出
発
地
】
に
移
動
さ
せ
ま
す
。
画
面
上
部
に
あ
る
「
検
索
」
→
「
住
所
検
索
」
か
ら
検
索
す
る
方
法

も
あ
り
ま
す
。

・
【
出
発
地
】
の
前
を
通
行
す
る
よ
う
に
交
差
点
番
号
を
採
り
ま
す
。
こ
の
場
合
は
、
「
6
3
4
1
4
0
1
6
9
8
」
が
始

点
と
な
り
ま
す
。

・
経
路
で
通
行
す
る
路
線
毎
に
始
点
と
終
点
を
採
り
ま
す
。
こ
の
場
合
は
、
「
国
道
3
7
号
の
終
点
」
「
道
道

1
0
7
号

の
始

点
」
で
あ
る
「
6
3
4
1
4
0
1
6
9
6
」
、
「
道

道
1
0
7
号

の
終

点
」
「
国

道
3
6
号

の
始

点
」
で
あ
る

「
6
3
4
1
4
0
1
6
0
9
」
、
「
目
的
地
前
を
通
過
す
る
国
道
3
6
号
の
終
点
」
で
あ
る
「
6
3
4
1
4
0
1
6
1
1
」
を
採
り
ま
す
。

＝
ま
と
め
＝

こ
の
場
合
で
採
る
交
差
点
番
号
は
、
「
6
3
4
1
4
0
1
6
9
8
」
「
6
3
4
1
4
0
1
6
9
6
」
「
6
3
4
1
4
0
1
6
0
9
」
「
6
3
4
1
4
0
1
6
1
1
」
と

な
り
ま
す
。

例
１

出
発

地



国
道

3
7
号

沿
い
に
出

発
地

、
市

道
沿

い
に
目

的
地

が
あ
り
、
道

道
1
0
7
号

を
経

由
す
る
場

合
を
例
に
説
明
し
ま
す
。

・
地

図
を
【
出
発
地
】
に
移
動
さ
せ
ま
す
。
画

面
上

部
に
あ
る
「
検

索
」
→

「
住

所
検

索
」
か

ら
検

索
す
る
方
法
も
あ
り
ま
す
。

・
【
出
発
地
】
の
前
を
通
行
す
る
よ
う
に
交
差
点
番
号
を
採
り
ま
す
。
こ
の
場
合
は
、

「
6
3
4
1
4
0
1
6
9
8
」
が
始
点
と
な
り
ま
す
。

・
経
路
で
通
行
す
る
路
線
毎
に
始
点
と
終
点
を
採
り
ま
す
。
こ
の
場
合
は
、
「
国
道
3
7
号
の
終

点
」
「
道

道
1
0
7
号

の
始

点
」
で
あ
る
「
6
3
4
1
4
0
1
6
9
6
」
を
採

り
ま
す
。

・
「
道
道
の
終
点
」
「
市
道
の
始
点
」
と
な
る
交
差
点
番
号
が
収
録
さ
れ
て
お
ら
ず
、
こ
の
画
面

で
は
表
示
さ
れ
な
い
た
め
、
拡
大
し
て
未
収
録
交
差
点
番
号
を
表
示
し
ま
す
。
（
次
頁
へ
続
く
）

次
頁

拡
大
表
示

例
２

－
１

出
発

地

目
的

地



次
に
水

色
の

数
字

を
順

番
に
一

つ
ず
つ
採

っ
て
い
き
ま
す
。
未

収
録

路
線

の
場

合
は

、
通

行
す
る
路

線
上

に
存

在
す
る
全

て
の

未
収

録
交

差
点

番
号

を
採

る
必

要
が

あ
り
ま
す
。
「
電

子
申

請
書

作
成

シ
ス
テ
ム
」
に
て
通

行
経

路
を
作

成
す
る
際

に
、
１
つ
で

も
入
力
漏
れ
が
あ
る
と
「
不

連
続

」
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
が
表
示
さ
れ
ま
す
の
で
、
必
ず
確
認

し
て
下
さ
い
。

・
「
国

道
3
7
号

の
終

点
」
で
あ
る
「
6
3
4
1
4
0
1
6
9
6
」
の

次
の

未
収

録
交

差
点

番
号

で
あ
る

「
6
3
4
1
4
0
1
6
9
5
」
、
次
の
「
6
3
4
1
4
0
1
6
9
4
」
…
と
採
っ
て
い
き
ま
す
。
（
次
頁
へ
続
く
）

例
２

－
２



・
順

番
に
未

収
録

交
差

点
番

号
を
採

っ
て
い
き
、
「
道

道
1
0
7
号

の
終

点
」
「
市

道
の

始
点

」
で
あ
る
「
6
3
4
1
4
0
1
6
8
5
」
を
採

り
ま
す
。

・
最

後
に
「
市

道
の

終
点

」
で
あ
る
「
6
3
4
1
4
0
1
6
2
8
」
を
採

り
ま
す
。
こ
の

市
道

は
収
録
路
線
で
は
な
い
た
め
、
道
路
管
理
者
に
市
道
名
の
確
認
が
必
要
と
な

り
ま
す
。

＝
ま
と
め
＝

こ
の
場
合
で
採
る
交
差
点
番
号
は
、
収
録
交
差
点
番
号
「
6
3
4
1
4
0
1
6
9
8
」

「
6
3
4
1
4
0
1
6
9
6
」
、
未
収
録
交
差
点

番
号

「
6
3
4
1
4
0
1
6
9
5
」
「
6
3
4
1
4
0
1
6
9
4
」

「
6
3
4
1
4
0
1
6
9
3
」
「
6
3
4
1
4
0
1
6
9
2
」
「
6
3
4
1
4
0
1
6
9
1
」
「
6
3
4
1
4
0
1
6
9
0
」

「
6
3
4
1
4
0
1
6
8
9
」
「
6
3
4
1
4
0
1
6
8
8
」
「
6
3
4
1
4
0
1
6
8
7
」
「
6
3
4
1
4
0
1
6
8
6
」

「
6
3
4
1
4
0
1
6
8
5
」
「
6
3
4
1
4
0
1
6
2
8
」
と
な
り
ま
す
。

例
２
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３

目
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地



オンライン申請とは

　事務所や自宅などで、インターネットを利用して、パソコン画面を見ながら申請書の作成や、オン

ラインでの申請・許可証の受け取りができます。

　オンライン申請では、以下の利点があります。

1．申請者の事務所や自宅で申請や許可証の取得ができるため、窓口に来る必要がありません。

2．個別審査がない場合には、許可証発行までの期間が短縮されます。 

＊個別審査とは、システムに収録されていない道路または超寸法等のため申請窓口では審査で

きず、直接管理する道路管理者による審査が必要ということです。

3．過去の申請データが利用でき、更新時などの申請書作成が簡素化されます。

4．パソコン画面（地図画面）上で、通行経路を指定できます 。

5．経路を選択しながら、事前に通行条件が分かります。 

6．車検証の添付が不要です。（ただし、提出を求める場合もあります）

＊車検証の提出を求める場合

代表申請車両の車検証はシステムから出力されるため、基本的には提出の必要はありません。

しかし、申請者が代表車両とする車番とシステムが代表車両と判断する車番が必ずしも一致しな

いため、申請車両の諸元の確認が行えず、車検証の提出を求める場合があります。

①　オンライン申請を始めるには

　　　・パソコンの準備をします。（詳細は特車運用事務局HP

　　　　http://www.tkusya.ktr.mlit.go.jp/PR/で確認してください。）

　　　・環境設定プログラムを入手します。（最寄りの申請窓口または特車運用事務局HP:

　　　　http://www.tokusya.ktr.mlit.go.jp/PR/からダウンロードする。）

　　　・電子証明書を取得します。（詳細は特車運用事務局HP:http://www.tkusya.ktr.mlit.go.jp/PR/

　　　　で確認してください。）

＊電子証明書とは、本人確認を行うために必要なものです。申請者に電子署名を行っていただ

くことにより、申請窓口では、送信された申請データが申請者ご本人で作成されたものであること

を確認できます。電子署名は、インターネットを利用して電子申請を行う場合、第三者によるデー

タの偽造を防止するためにも、必要になります。 



　　　・ユーザーIDを取得します。

＊ユーザーIDとはデータベース上で申請者を管理するために必要なIDです。申請の際に使用し

たユーザーIDに許可データが登録されます。ですから原則、「1申請者1ユーザーID」なので、す

でに申請をしたことがある申請者については自分でユーザーIDを取得せず、窓口へ照会してく

ださい。

ユーザーIDが複数あると許可データが分散されてしまいます。許可データを利用して更新データを作成しよ

うとしたときに、どのユーザーIDで取得した許可かわからなくなってしまい、データを利用することができなく

なってしまいます。

②　申請

　　　・オンライン上にて申請書を作成し、データの送信を行います。このときに、付近図、デジタル

　　　　経路図、その他必要書類も添付して申請を行ってください。添付できないときには速やかに

　　　　FAX等で送付してください。申請書類が整うまでは受理しませんのでご注意ください。なお、

　　　　車検証については添付を省略できますが、場合によっては後日提出を求めることもありま

　　　　すので、差し支えがなければ当初の申請時に添付していただけると審査時間の短縮になり

　　　　ます。

データ送信

③　受付・審査

　　　　・申請データが到達し、添付書類の不足がないかを確認し、受理をします。

　　　　・書類審査、不備訂正（申請者が内容確認に時間がかかるとき、申請内容を大幅に変更す

　　　　　るとき等は、申請を差し戻しいたしますので、内容を精査の上、再申請願います。）

　　　　・システムによる通行算定

　　　　・他の道路管理者への通行協議（個別審査箇所、超寸法、未収録路線等）

　　　　・通行条件の決定



④　納入告知書の発送、手数料の支払

　　　　・東京の財務省会計センターから納入告知書が発送されます。

　　　　・日本銀行歳入代理店（銀行、信用金庫、郵便局）で手数料を支払い、領収証書の交付を

　　　　　受けます。

⑤　許可証の交付

　　　　・手数料支払い済み領収証書を申請書提出窓口にFAXします。

　　　　・手数料納付を確認後、許可データを送信します。

⑥　許可証の携帯

　　　　・交付された許可証は印刷し、申請車両に携帯してください。

　　　　　　　　　　　　車両を通行させる場合には、取得した電子許可証か
　　　　　　　　　　　ら、以下を印刷して携行してください。

　　　　　　　　　　　　・許可証（鏡文書を含む）　　　　　　・条件書　　　　　　・経路表
　　　　　　　　　　　　・経路図　　　・車両内訳書（包括申請時）

　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　

電子許可証を利用する際の注意事項

また、オンライン申請をする場合でも、窓口にお越し頂くこともあるため、
（通行経路が含まれている）最寄りの窓口事務所等に提出して頂きます
ようお願いします。



申請に伴う車種別注意点



一般セミトレーラについて 
 

一般セミトレーラには、バン型、タンク型、幌枠型、コンテナ用、自動車運搬用、あお

り型、スタンション型、船底型、その他、といった区分があります。 

 

  
                バン型                   タンク型 

  

                幌枠型                  コンテナ用 

   

自動車運搬用       ※ 別紙 特例５車種 該当 

 

  
あおり型               スタンション型 

  
船底型タイプⅠ               船底型タイプⅡ 

 

※ 別紙 追加３車種 該当 

 

 

一般セミトレーラの許可基準としては、次の事項に合致する必要があります。 

 

１， 最大軸重が １０ｔ以内 であること。 

 

２， 最大輪荷重が ５ｔ以内 であること。 

 



３， 隣接軸重が下記の範囲に収まること。 

・隣り合う車軸に係る軸距が１．８ｍ未満の場合は１８ｔ。 

・隣り合う車軸に係る軸距が１．３ｍ以上で、かつ、その隣り合う車軸に係る軸重が

９．５ｔ以下の場合は１９ｔ。 

・隣り合う車軸に係る軸距が１．８ｍ以上の場合は２０ｔ。 

 

以上が、一般セミトレーラとして許可を受ける際の基本的要件となります。 

 

 許可にあたっては、幅・高さ・長さ・重量などの車両諸元と、申請経路の状況などによ

り通行条件が付され、許可を受けることになります。 

 

 申請したいセミトレーラが、どの区分に属するのかについては、車検証や申請を行う際

の車両状態で判断することとなります。 

（例えば・・・通常は「あおり」を装着して、「あおり型」で許可を受けて使用している車

両に、幅広の鋼板を積載したいため、「あおり」を取り外して平床トレーラとして運行する

場合は、一般セミトレーラ（その他）型で申請することとなります。） 

 

注意！ 

☆ 区分が判断できないセミトレーラ ＝ 一般セミトレーラ（その他）ではありません。 

  

 一般セミトレーラ（その他）とは、上段に記載したバン型などに含まれない、低床・平

床・建機運搬用などのシャーシが対象となります。 

 

平床タイプ 一般セミトレーラ（その他） 



一般セミトレーラにかかる特例申請について 
 

先に説明しました、一般セミトレーラの申請については軸重等による制限がありますが、

それらの要件と下記要件全てを満たす場合にのみ、トレーラ（シャーシ）形式が特例車種

に該当していれば、バン型等特例車種として包括申請することが可能となります。 

 

特例要件 

１，トレーラ（シャーシ）形式が特例５車種である。 
※特例５車種とは、バン型・タンク型・幌枠型・コンテナ用・車両運搬用を指し、一般セミ説明欄にも記載あり。 

２，幅は、２．５ｍ以下である。 

３，車両総重量が、４４ｔ以下である。 

４，車両高は、高さ指定道路にあっては４．１ｍ以下。その他道路は３．８ｍ以下。 

５，車両長は、セミトレーラ連結車にあっては、１７．０ｍ以内。 

 

また、上記要件を同じく満たし、貨物の落下を防止するための十分な強度の「あおり」等

及び固縛装置を有する下記の３車種についても、特例の対象となりました。 

 

☆追加３車種  あおり型、スタンション型、船底型（Ⅰ・Ⅱ） 

 

注意！  

ただし、貨物をはみ出して積載する（制限外積載）などの場合は、同じ車種・型式におい

ても、特例の対象とはなりませんのでご注意下さい。  

→ 別途申請となります。（不明な場合は、窓口までご相談下さい。） 

 

なお、以下の点について内容を十分ご確認のうえ、申請をお願いいたします。 

 

☆ 積載貨物はあくまで雑貨のみです。 

 → 例えば、タンク型トレーラは、燃料油脂以外も積載して運行することもありますが、

劇薬などの特別危険物扱いになるものに関しては、雑貨として扱いませんので、積載

品名に正確に記入したうえで、別途申請をお願いします。 
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っ
て
も
、
総

重
量

4
4
t

の
許

可
は

で
き
ま
せ

ん
の

で
ご
注

意
下

さ
い
。

ト
レ
ー
ラ
（
シ
ャ
ー
シ
）
側

に
第

五
輪

荷
重

値
の

指
定

が
あ
る
場

合
は

、
超

過
す
る

連
結

は
で
き
ま
せ

ん
の

で
、
ご
確

認
下

さ
い
。

有
効

期
間

の
切

れ
て
い
る
も
の

は
申

請
書

に
添

付
で
き
ま
せ

ん
の

で
、
ご
確

認
の

う
え
、
有

効
期

間
内

の
も
の

を
ご
用

意
下

さ
い
。
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年
月

日
年

月
日

車
　

　
　

  
台

　
　

　
  

番
　

　
　

  
号

長
　

　
　

　
　

さ
幅

自
動

車
の

種
別

平
成 12

初
度

登
録

年
月

自
 動

 車
 登

 録
 番

 号
 又

 は
 車

 両
 番

 号

平
成

高
　

 さ

20
1

2
普

　
通

28
車

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

  
名

[3
61

]

乗
　

車
　

定
　

員
室

蘭

自
家

用
・
事

業
用

の
別

事
業

用
１ 

０
 ０

え
１ 

０
 ４

 ８

用
　

途

貨
物

登
録

年
月

日
／

交
付

年
月

日

-
ユ

ソ
ー

キ

k
W

－

12
68

24
9

型
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

式

Ｙ
 Ｆ

 Ｓ
 ２

 ２
 ０

 ３

Ｙ
 Ｆ

 Ｓ
 ２

 ２
 ０

 ３
 １

 １
 １

 ０
原

　
  

動
　

  
機

　
  

の
　

  
型

　
  

式

車
　

体
　

の
　

形
　

状

後
 前

 軸
 重

後
 後

 軸
 重

類
別

区
分

番
号

車
　

両
　

重
　

量

前
 前

 軸
 重

前
 後

 軸
 重

バ
ン

セ
ミ

ト
レ

ー
ラ

[0
41

]

79
90

37
6

車
　

 両
　

 総
　

 重
　

 量 27
99

0

-
-

28
30

28
30

最
　

 大
　

 積
　

 載
　

 量

20
00

0

－

型
式

指
定

番
号

総
排

気
量

又
は

定
格

出
力

燃
　

　
料

　
　

の
　

　
種

　
　

類

12

所
有

者
の

氏
名

又
は

名
称

所
有

者
の

住
所

使
用

者
の

氏
名

又
は

名
称

使
用

者
の

住
所

北
海

道
苫

小
牧

市
日

吉
町

２
丁

目
１番

地
５

＊
＊

＊

＊
＊

＊

番
　
号

０
０
３
９
６

Ａ

26

使
用

の
本

拠
の

位
置

有
効

期
間

の
満

了
す

る
日

有
限

会
社

　
開

発
道

路
輸

送

北
海

道
室

蘭
市

入
江

町
１番

地
１４

平
成 22

自
　
 動

 車
　
 検

 査
 証

平
成

　
22

年
　

 3
月

　
 4

日
室

蘭
運

輸
支

局
長

備
考

-

[5
05

04
  
 0

00
0]

[　
室

蘭
　

] 
，

継
続

検
査

自
動

車
重

量
税

　
　
非

課
税

[　
２
　

１ 
年

度
税

制
 ]
  

平
成

２
１年

１２
月

７
日

　
　

継
続

検
査

　
　

受
検

済
み

＊
け

ん
引

車
＊

 ニ
ッ

サ
ン

デ
ィ
ー

ゼ
ル

　
Ｗ

－
Ｃ

Ｋ
５
４
０
Ｂ

Ｎ
Ｔ

，
　

Ｗ
－

Ｃ
Ｋ

６
１０

Ｂ
Ｎ

Ｔ
，

　
Ｗ

－
Ｃ

Ｋ
６
２
０
Ｂ

Ｎ
Ｔ

，
　

Ｋ
Ｃ

－
Ｃ

Ｋ
５
４
１Ｂ

Ｈ
Ｔ

，
　

Ｋ
Ｃ

－
Ｃ

Ｋ
５
５
１Ｂ

Ｎ
Ｔ

，
　

Ｋ
Ｃ

－
Ｃ

Ｋ
６
３
１Ｂ

Ｎ
Ｔ

，
三

菱
　
Ｗ

－
Ｆ

Ｐ
４
１５

Ｄ
Ｒ

，
　
Ｋ

Ｃ
－

Ｆ
Ｐ

４
１２

Ｄ
Ｒ

，
　
Ｋ

Ｃ
－

Ｆ
Ｐ

５
１５

Ｄ
Ｒ

，
　
Ｋ

Ｃ
－

Ｆ
Ｐ

５
４
Ｊ
Ｄ

Ｒ
，

　
日

野
　

Ｋ
Ｃ

－
Ｓ
Ｈ

１Ｆ
Ｄ

Ｅ
Ｇ

，
　

Ｗ
－

Ｓ
Ｈ

３
Ｆ

Ｄ
Ｂ

Ａ
，

　
Ｗ

－
Ｓ
Ｈ

２
Ｖ

Ｄ
Ｂ

Ａ
，

　
Ｗ

－
Ｓ
Ｈ

　
１Ｖ

Ｄ
Ｂ

Ａ
，

　
Ｋ

Ｃ
－

Ｓ
Ｈ

１Ｆ
Ｄ

Ｃ
Ｇ

，
　

Ｐ
－

Ｓ
Ｈ

６
９
１Ａ

Ｈ
，

　
Ｐ

－
Ｓ
Ｈ

７
２
１Ａ

Ａ
，

　
い

す
ゞ
　

Ｗ

[5
05

12
  
 0

00
0]

－
Ｅ

Ｘ
Ｄ

７
２
Ｄ

,　
 Ｋ

Ｃ
－

Ｅ
Ｘ

Ｒ
８
１Ｄ

１,
　
 Ｋ

Ｃ
－

Ｅ
Ｘ

Ｒ
８
２
Ｄ

１,
 　

Ｋ
Ｃ

－
Ｅ

Ｘ
Ｒ

８
２
Ｄ

２
,　

 Ｋ
Ｃ

－

Ｅ
Ｘ

Ｒ
８
２
Ｅ

１，
　

Ｋ
Ｃ

－
Ｅ

Ｘ
Ｒ

８
２
Ｅ

２
，

　
＊

第
五

輪
荷

重
＊

 ９
 ，

４
 ９

 ０
 ｋ

ｇ
 以

上
の

も
の

と
す

る
。

 [
 そ

の
他

検
査

事
項

 ]
　

　
（
１）

 車
名

　
 ボ

ル
ボ

型
式

不
明

　
（
Ｙ

Ｖ
２
Ａ

４
Ｄ

Ｂ
Ａ

５
Ｘ

Ａ
，

　
Ｙ

Ｖ
２
Ａ

４
Ｂ

３
Ａ

６
Ｗ

Ａ
，

　
Ｙ

Ｖ
２
Ａ

４
Ｄ

Ｂ
Ａ

６
Ｘ

Ａ
）

以
下

余
白

連
結

適
合

型
式

車
体

形
状

に
、
「
バ

ン
」
と
い
う
記

載
が

無
く
、
「
セ
ミ
ト
レ
ー
ラ
」
と
の

み
記

載
さ
れ

て
い
る
場

合
で
も
、
高

さ
が

概
ね

3
7
0
c
m

を
超

え
て
い
る
場

合
は

、
車

検
時

に
バ

ン
型

で
あ
っ
た
可

能
性

が
あ
り
ま
す
。
申

請
時

点
の

現
車

形
状

を
必

ず
ご
確

認
下

さ
い
。
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年
月

日
年
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年
月
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交
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年
月
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車
　

　
　

  
台
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号

長
　

　
　

　
　

さ
幅

自
動

車
の

種
別

平
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初
度

登
録

年
月

自
 動

 車
 登

 録
 番

 号
 又

 は
 車

 両
 番

 号

平
成

高
　

 さ

15
6

室
蘭

８
 ０

 ０
え

９
 ４

 ６
 ０

6
普

　
通

24

用
　

途

特
種 最

　
 大

　
 積

　
 載

　
 量

18
10

0

自
家

用
・
事

業
用

の
別

事
業

用
車

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

  
名

[3
61

]

乗
　

車
　

定
　

員 -
ト
レ

ク
ス

k
W

－

型
式

指
定

番
号

総
排

気
量

又
は

定
格

出
力

燃
　

　
料

　
　

の
　

　
種

　
　

類

車
　

体
　

の
　

形
　

状

後
 前

 軸
 重

後
 後

 軸
 重

類
別

区
分

番
号

車
　

両
　

重
　

量

前
 前

 軸
 重

前
 後

 軸
 重

[6
33

]

98
50

冷
蔵

冷
凍

セ
ミ

ト
レ

ー
ラ

12
99

24
9

37
7

車
　

 両
　

 総
　

 重
　

 量 27
95

0

-
-

32
80

32
70

型
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

式

Ｐ
 Ｆ

 Ｎ
 ２

 ４
 １

 ０
 １

Ｐ
 Ｆ

 Ｎ
 ２

 ４
 １

 ０
 １

 ５
 ６

 ７
 ８

原
　

  
動

　
  

機
　

  
の

　
  

型
　

  
式

－

6

所
有

者
の

氏
名

又
は

名
称

所
有

者
の

住
所

使
用

者
の

氏
名

又
は

名
称

使
用

者
の

住
所

＊
＊

＊

＊
＊

＊

＊
＊

＊

番
　
号

０
０
５
３
８

Ａ

23

使
用

の
本

拠
の

位
置

有
効

期
間

の
満

了
す

る
日

室
蘭

港
湾

開
発

通
運

　
　
株

式
会

社

北
海

道
室

蘭
市

祝
津

町
１丁

目
１番

６

平
成 23

自
　
 動

 車
　
 検

 査
 証

平
成

　
22

年
　

 5
月

　
24

日
室

蘭
運

輸
支

局
長

備
考

-

[5
05

04
  
 0

00
0]

[　
室

蘭
　

] 
，

継
続

検
査

自
動

車
重

量
税

　
　
非

課
税

[　
２
　

１ 
年

度
税

制
 ]
  

平
成

２
１年

６
月

８
日

　
　

継
続

検
査

　
　

受
検

済
み

＊
け

ん
引

車
＊

　
い

す
ゞ
　
Ｋ

Ｌ
－

Ｅ
Ｘ

Ｄ
５
２
Ｄ

３
，

　
Ｋ

Ｃ
－

Ｅ
Ｘ

Ｒ
５
２
Ｄ

２
，

　
Ｋ

Ｃ
－

Ｅ
Ｘ

Ｒ
５
２
Ｅ

２
，

Ｋ
Ｌ

－
Ｅ

Ｘ
Ｒ

５
２
Ｄ

３
，

　
Ｗ

－
Ｅ

Ｘ
Ｒ

７
２
Ｄ

，
　

Ｐ
Ｊ
－

Ｅ
Ｘ

Ｄ
５
２
Ｄ

６
，

　
Ｐ

Ｊ
－

Ｅ
Ｘ

Ｄ
５
２
Ｅ

６
，

　
三

菱
　

Ｋ
Ｃ

－
Ｆ

Ｐ
４
１５

Ｄ
Ｒ

，
　

Ｋ
Ｃ

－
Ｆ

Ｐ
５
１５

Ｄ
Ｒ

，
　

Ｐ
－

Ｆ
Ｐ

４
１５

Ｄ
Ｒ

，
　

Ｗ
－

Ｆ
Ｐ

４
１５

Ｄ
Ｒ

，
　
Ｋ

Ｌ
－

Ｆ
Ｐ

５
０
Ｊ
Ｄ

Ｒ
，
　
Ｋ

Ｌ
－

Ｆ
Ｐ

５
４
Ｊ
Ｄ

Ｒ
，
　
Ｐ

Ｊ
－

Ｆ
Ｐ

５
４
Ｊ
Ｇ

Ｒ
，
　
ニ

ッ
サ

ン
デ

ィ
ー

ゼ
ル

　
Ｗ

－
Ｃ

Ｋ
６
２
０
Ｂ

Ｎ
Ｔ

，
以

下
余

白

こ
の

車
両

区
分

が
な
い

の
で
、
形

状
か

ら
バ

ン
型

と
し
て
申

請
し
ま
す
。

通
常

の
バ

ン
セ
ミ
ト
レ
ー
ラ
と
比

較
し

て
、
最

大
積

載
量

値
が

小
さ
く
、
軸

重
が

重
く
な
る
事

に
注

意
し
ま
す
。

※
包

括
申

請
の

場
合

、
他

の
バ

ン
セ
ミ

ト
レ
ー
ラ
の

積
載

重
量

に
影

響
が

出
る

こ
と
も
あ
り
ま
す
。
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年
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日
年
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月
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交
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年
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車
　

　
　

  
台
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号

長
　

　
　

　
　

さ
幅

自
動

車
の

種
別

平
成

6

初
度

登
録

年
月

自
 動

 車
 登

 録
 番

 号
 又

 は
 車

 両
 番

 号

平
成

高
　

 さ

20
11

室
蘭

８
 ０

 ０
え

１ 
１ 

１ 
１

10
普

　
通

17

用
　

途

特
種 最

　
 大

　
 積

　
 載

　
 量

16
00

0

自
家

用
・
事

業
用

の
別

事
業

用
車

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

  
名

[1
91

]

乗
　

車
　

定
　

員 -
東

急

k
W

－

型
式

指
定

番
号

総
排

気
量

又
は

定
格

出
力

燃
　

　
料

　
　

の
　

　
種

　
　

類

車
　

体
　

の
　

形
　

状

後
 前

 軸
 重

後
 後

 軸
 重

類
別

区
分

番
号

車
　

両
　

重
　

量

前
 前

 軸
 重

前
 後

 軸
 重

[9
14

]

38
30

タ
ン

ク
セ

ミ
ト

レ
ー

ラ

92
0

24
9

29
4

車
　

 両
　

 総
　

 重
　

 量 19
83

0

-
-

-
24

70
型

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
式

Ｔ
 Ｓ

 Ｔ
 １

 ６
 １

 ２

Ｔ
 Ｓ

 Ｔ
 １

 ６
 １

 ２
 －

 １
 １

 １
 １

原
　

  
動

　
  

機
　

  
の

　
  

型
　

  
式

－

23
5

所
有

者
の

氏
名

又
は

名
称

所
有

者
の

住
所

使
用

者
の

氏
名

又
は

名
称

使
用

者
の

住
所

＊
＊

＊

＊
＊

＊

番
　
号

０
０
２
２
２

Ａ

30

使
用

の
本

拠
の

位
置

有
効

期
間

の
満

了
す

る
日

開
発

ガ
ソ

リ
ン

販
売

　
株

式
会

社

北
海

道
室

蘭
市

入
江

町
１番

地
１４

＊
＊

＊
平

成

自
　
 動

 車
　
 検

 査
 証

平
成

　
22

年
　

 5
月

　
19

日
室

蘭
運

輸
支

局
長

備
考

-

[5
05

04
  
 0

00
0]

[　
室

蘭
　

] 
，

記
載

変
更

自
動

車
重

量
税

　
　
非

課
税

[　
２
　

１ 
年

度
税

制
 ]
  

平
成

２
１年

５
月

２
１日

　
　

継
続

検
査

　
　

受
検

済
み

危
険

物
　
 第

二
石

油
類

＊
危

険
物

＊
 [
 品

名
 ]
　

[ 
１ 

２
 ]
 第

二
石

油
類

　
[ 
容

積
 ]
 ２

 ０
 ０

 ０
 ０

 Ｌ
　

[ 
比

重
 ]
 ０

 ．
 ８

 ５
[ 
品

名
 ]
  

[ 
０
 ５

 ]
 第

一
石

油
類

  
[ 
容

積
 ]
 ２

 ０
 ０

 ０
 ０

 Ｌ
　

[ 
比

重
 ]
 ０

 ．
 ７

 ５
 ，

積
載

の
組

み
合

わ
せ

は
、

設
置

許
可

書
等

に
よ

る
。

，
＊

け
ん

引
車

＊
 ニ

ッ
サ

ン
デ

ィ
ー

ゼ
ル

　
Ｗ

－
Ｃ

Ｋ
５
２
０
Ｂ

Ｎ
Ｔ

，
　

Ｗ
－

Ｃ
Ｋ

６
２
０
Ｂ

Ｎ
Ｔ

，
　

三
菱

Ｐ
－

Ｆ
Ｐ

４
１５

Ｄ
Ｒ

，
　
Ｋ

Ｌ
－

Ｆ
Ｐ

５
４
Ｊ
Ｄ

Ｒ
，
　
い

す
ゞ
　

Ｋ
Ｃ

－
Ｅ

Ｘ
Ｄ

５
２
Ｅ

６
，

　
Ｗ

－
Ｅ

Ｘ
Ｒ

７
２
Ｄ

日
野

　
Ｗ

－
Ｓ
Ｈ

３
Ｆ

Ｄ
Ｂ

Ａ
積

載
物

が
危

険
物

に
限

定
さ
れ

て
い
ま
す
。

＝
　
雑

貨
に
は

で
き
ま
せ

ん
。
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年
月

日
年
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交
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年
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受
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。



 

重量物運搬用セミトレーラの考え方 

 

 重量物運搬用のセミトレーラは、建設機械類や工業用製品などに見られる、物品の構造 

上、分割不可能および長大な寸法・重量を有するものを運搬することを目的として、車検

証における各制限値 [ 車両総重量・最大積載量・軸重・隣接軸重 など ]について、前

述要件を満たす場合にのみ適用することができる、【 保安基準緩和 】の認定を受けている

ものを指します。 

 

従前は、積載時の最大軸重などにより、１０ｔ未満であれば、一般セミトレーラ（その

他）にて許可しているケースもありましたが、申請者より【重セミ】として申請を受け、

かつ当該申請におけるトレーラが基準緩和を受け、要件を満たしていれば、軸重等の数値

は関係無く、【重セミ】として許可することとなります。 

 

また、車検証備考欄に記載されている基準緩和事項（上段記載事項と同じ）を適用させ

て運搬する必要がある場合、牽引できるトラクタは、第五輪荷重の数値をクリアし、かつ、

連結適合確認ができるもののみ、許可対象となりますので、必ず記載事項の確認をお願い

します。 

 

なお、トラクタ・トレーラともに保安基準緩和の適用を受けている場合においても、ト

ラクタの車両総重量の値を超過することはできませんので、くれぐれもご注意下さい。 

 

※「重セミトレーラにバラ積み・分割可能物品を積載したい」場合、軸重１０ｔまでとさ

れる制限については一般セミトレーラと同じですので、該当する物品を積載する場合は、

軸重・輪荷重などの数値を確認して下さい。超過している場合は減トンの対象となります。  

（積載物品の状態がわかりにくい場合は、確認をさせていただく場合もあります。） 

 

※別紙 車検証サンプルを参考にご確認下さい。 
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国際海上コンテナ輸送セミトレーラについて 
 

 

                       40ft ﾘｰﾌｧｰｺﾝﾃﾅ（8 ﾌｨｰﾄ 6 ｲﾝﾁ）タイプ 
                           （※フル積載対応型 車軸数） 

 
まず、国際海上コンテナセミトレーラは、通常のコンテナセミトレーラとは基準が違い

ます。 

 
 国際海上コンテナセミトレーラは、輸出入貨物を国内で積み替えせずに、輸出入時と同

じ状態で運搬されるものを指します。保税運送承認通知等の国際貨物証明を有し、コンテ

ナ開封時には税関立会等を要するものです。そのため、輸送時においては封印がされた状

態で運行されることになります。（特車指導取締においても、現地で封印の有無を確認する

場合があります。） 

 
 
 
 主要なコンテナの種類には、次のものがあります。 

 
・４０ｆｔ海上コンテナ  （長さ 12.19m、高さ 3.8m） → 8 ﾌｨｰﾄ 6 ｲﾝﾁ 
・４０ｆｔ背高海上コンテナ（長さ 12.19m、高さ 4.1m） → 9 ﾌｨｰﾄ 6 ｲﾝﾁ 
・２０ｆｔ海上コンテナ  （長さ  6.09m、高さ 3.8m） → 8 ﾌｨｰﾄ 6 ｲﾝﾁ 
・２０ｆｔ背高海上コンテナ（長さ  6.09m、高さ 4.1m） → 9 ﾌｨｰﾄ 6 ｲﾝﾁ 
・タンク型海上コンテナ（型枠の内部にタンク形状のものを固定設置されているもの。） 
・その他、ISO 国際規格に準拠し承認を受けた海上コンテナ（ハンガーなど） 

 
 
※ 海上コンテナ自体の重量（空荷状態）は、 
 ドライコンテナで、20ft が約 2,300kg、 40ft が約 3,800kg。 
 リーファーコンテナで、20ft が約 2,800kg、 40ft が約 4,200kg となります。 

  
 
 
 
 



・国際海上コンテナセミトレーラの運行に際しては、積載重量等により分類を受ける事に

なるため、目的用途に沿って、車両や経路等を選択する必要があります。 

 
 
○ フル積載状態での輸送の場合 

 
フル積載により運搬する際は、トラクタ及びトレーラの両方に、国際海上コンテナ輸送

に伴う保安基準緩和を受けていることが前提となります。 
→ 車検証の備考欄に、基準緩和運行条件の記載があります。 

 
 ４０ｆｔのコンテナをフル積載（３０，４８０ｋｇ）にて輸送する場合は、３軸シャー

シを使用することになります。その際、トラクタがエアサスを装備した認証トラクタ（上

記の保安基準緩和）の場合は、 大軸重が１１．５ｔまで許可を受ける事が可能です。 

 
 ２０ｆｔのコンテナをフル積載（２４，０００ｋｇ）にて輸送する場合も、３軸シャー

シを使用することとなりますが、こちらの場合は、認証トラクタであっても、 大軸重が

１０ｔ以内までしか、許可を受ける事が出来ません。 

 
 
注意！ フル積載にて運行する場合は、２軸シャーシは使用する事が出来ません。 

 
 
○ 基準内積載（減載）での輸送の場合 

 
基準内積載（減載）で輸送する場合、車両には保安基準緩和事項の適用はありませんが、

ISO 国際規格の海上コンテナを積載できる形状のものに限られます。（シャーシ軸数の制限

はありません。） 

 
 ４０ｆｔのコンテナの基準内積載重量は、２４，０００ｋｇ以下となります。 

 
 ２０ｆｔのコンテナの基準内積載重量は、２０，３２０ｋｇ以下となります。 

 
 
注意！ 車検証の 大積載量欄においては、[ 基準内 大積載量（基準緩和積載量）]とい

う表示になっている場合、減載したコンテナを積載する場合の 大積載量は記載さ

れている数値までの許可となります。 

 
例・・・[ １８，５００（２４，０００）ｋｇ ]と記載されている場合は、１８，５００ｋ

ｇまでの積載許可となります。２４，０００ｋｇはフル積載対応重量ですので、減載重

量に適用はできません。 
よって、基準内積載を行う場合、１８，５００～２４，０００ｋｇまでの範囲のコン

テナ重量の積載は出来ません。 



参考画像 

  40ft ﾄﾞﾗｲｺﾝﾃﾅ（8 ﾌｨｰﾄ 6 ｲﾝﾁ）タイプ 

 

  40ft  ﾄﾞﾗｲｺﾝﾃﾅ（9 ﾌｨｰﾄ 6 ｲﾝﾁ）背高タイプ 
                          （※フル積載対応型 車軸数） 

  20ft ﾄﾞﾗｲｺﾝﾃﾅ（8 ﾌｨｰﾄ 6 ｲﾝﾁ）タイプ 
 
 基準内積載（減載）の場合は、どちらも軸重１０ｔを超過しての積載は認められないた

め、使用する車両により積載重量値が決まります。 
１，申請時において、軸重１０ｔを超過する数値であった場合には、減トン等を行った

うえで、許可することになります。（２０ｔでは超過 → １８ｔに減トン など。） 
２，搬送するコンテナ本体の重量によりどうしても減トンができず、軸重を超過してし

まう場合には、申請車両の変更（重量の軽い車両への変更）などの対応をお願いす

ることになります。（重量は貨物証明関連書類等で確認願います。） 

 
 積載可能重量は車検証の 大積載量及び車両総重量の欄にて確認し、申請書類を作成し

ていただくことになりますが、複数車両による包括申請の場合は、車両毎の組合せでは無

く、合成諸元により判定します（通常車両の包括申請と同じ）ので、積載申請重量は全て

小値に合わせることになります。 

 
※ あるシャーシに２０，３２０ｋｇの積載が可能な場合でも、別のシャーシの 大積

載量が１８，０００ｋｇである場合は、この１８，０００ｋｇが、全ての車両に適用

される 大積載量となります。 

 



 
 
○ 他、海上コンテナセミトレーラの許可についての条件は、バン型などの一般セミトレ

ーラ等と違って、さらにいくつかの要件があります。 

 
 
１，通行許可重量条件は、「 Ｂ 」条件までの許可となります。 

 
・・・ 海上コンテナセミトレーラは、道路管理者が指定した道路【 重さ指定道路 】を

原則、通行することとなります。重さ指定道路のみを通行する場合には、橋梁照査

判定において、重量はＢ条件にて判定されます。 

 
※ 既述の、車両の適合、許可限度重量以内など、それぞれの基準条件が全てクリアした

場合です。Ｃ又はＤ条件と判定される場合は、減トンなどの対応が必要となります。 

 
 
 
２，背高海上コンテナセミトレーラは、通行できる経路が指定されています。 

 
・・・ 背高海上コンテナセミトレーラは、道路管理者が指定した道路【 高さ指定道路 】

を、原則、通行することとなります。高さ指定道路は、上空４．１ｍ以内までの障

害が無い事が確認され、安全に通行できる道路として指定されています。 

 
 
注意！ 目的地とする港湾、冷蔵庫等のヤードへの経路が、それぞれの指定道路を外れて

しまう場合（ヤード前の道路が管理者による指定がされていない等、やむを得ない

状況。）には、結ぶ経路の一部を「 みなし道路 」として許可することが出来ます。 
   周辺の指定道路状況を確認して申請経路を作成して下さい。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    【 重さ・高さ指定道路 】は、申請窓口で確認できます。また、インターネット

により下記アドレスにアクセスすると、お手持ちのパソコンより確認することも可

能です。 

 
☆特車運用事務局ＨＰ内 

  http://www.tokusya.ktr.mlit.go.jp/PR/shiteidouro/tokusya/q02-a/ 
 

                  
（指定経路マップ イメージ画像） 

 
※ 海上コンテナセミトレーラが、頻繁に往来すると想定されるコンテナヤード付近など、

通行利用度が高いと判断したルートは、基本として指定道路で結ばれています。 
今後も、海上コンテナセミトレーラの通行状況等を把握し、道路管理者の判断、また、

運送事業者による要望などから、必要とされる経路については、安全に通行できるよう

に改築・補修をしたうえで、指定経路として追加されていく事となっています。 

 
 

 
40ft ﾘｰﾌｧｰｺﾝﾃﾅ 減載タイプ 

http://www.tokusya.ktr.mlit.go.jp/PR/shiteidouro/tokusya/q02-a/
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[ 
 2

]

自
動

車
の

種
別

普
　
通

用
　

途

貨
物

初
度

登
録

年
月

自
 動

 車
 登

 録
 番

 号
 又

 は
 車

 両
 番

 号

平
成 16

3
室

蘭
１ 

０
 ０

か
９
 １

 ０
 ０

3

自
家

用
・
事

業
用

の
別

事
業

用
ト
 ラ

 ク
 タ

車
　

　
　

  
台

　
　

　
  

番
　

　
　

  
号

長
　

　
　

　
　

さ
幅

高
　

 さ

登
録

年
月

日
／

交
付

年
月

日

平
成 16

保
安

基
準

緩
和

を
受

け
、

こ
の

記
載

が
あ
る
も
の

に
限

り
、
海

コ
ン
フ
ル

積
載

運
行

が
可

能
。

基
準

緩
和

時
の

第
五

輪
荷

重
は

、
１
１
５
０

０
K
G
の

記
載

が
、
海

コ
ン
フ
ル

積
載

対
応

。



年
月

日
年

月

人
㎏

㎏
㎏

㎝
㎝

㎝
㎏

㎏
㎏

㎏

L

年
月

日
年

月
日

さ
 ２

 ．
 ４

 ４
 メ

ー
ト
ル

又
は

 ２
 ．

 ５
 ９

 メ
ー

ト
ル

と
し

、
最

大
積

載
量

欄
の

括
弧

内
の

最
大

積
載

量

は
、

国
際

海
上

コ
ン

テ
ナ

を
輸

送
す

る
た

め
に

運
行

す
る

場
合

に
限

る
こ

と
。

，
　

[ 
０
６
６
 ]
 最

大
積

載
量

欄
及

び
車

両
総

重
量

欄
の

括
弧

外
は

基
準

内
と

し
、
括

弧
内

は
基

準
緩

和
時

と
す

る
。

，
　

[ 
０
９
２
 ]
 運

行
に

あ
た

っ
て

は
、
道

路
交

通
法

及
び

道
路

法
を

厳
守

す
る

こ
と

。
，
　
[ 
０
９
４
 ]
　
け

ん
引

自
動

車
に

は
運

行
記

録
計

を
備

え
、
運

行
状

況
の

記
録

を
す

る
こ

と
。
，
　
＊

け
ん

引
車

＊
 三

菱
　
Ｗ

－
Ｆ

Ｐ
４
１５

Ｄ
Ｒ

，
　

Ｋ
Ｌ

－
Ｋ

Ｐ
５
４
Ｍ

Ｄ
Ｒ

，
　

＊
第

五
輪

荷
重

＊
 ５

 ，
 ５

 ５
 ０

 ｋ
ｇ
 以

上
の

も
の

と
す

る
。

[ 
そ

の
他

検
査

事
項

 ]
　

（
１）

 最
大

積
載

量
欄

及
び

車
両

総
重

量
欄

中
括

弧
外

は
基

準
内

と
し

、
括

弧
内

は
基

準
緩

和
時

と
す

る
。

基
準

緩
和

時
の

第
五

輪
荷

重
 ６

 ，
 ２

 ５
 ０

 Ｋ
Ｇ

 以
上

[ 
シ

リ
ア

ル
番

号
 ]
　
　
Ｃ

 Ｔ
 Ｂ

 ３
 ２

 ０
 Ｂ

 Ｅ
 ０

 ０
 ０

[ 
車

台
番

号
打

刻
位

置
 ]
　

　
[ 
１６

１ 
]　

グ
ー

ス
ネ

ッ
ク

側
面

 [
 緩

和
事

項
 ]
 　

 [
 ０

０
４
 ]
  

車
両

総
重

量
　

 [
 制

限
事

項
 ]
　

 [
 ０

２
８
 ]
  

被
け

ん
引

自
動

車
の

後
面

に
は

、
基

準
車

両
総

重
量

に
単

体
物

品
基

準
緩

和
車

両
総

重
量

を
括

弧
書

で
、
基

準
最

大
積

載
量

に
単

体
物

品
基

準
緩

和
最

大
積

載
量

を
括

弧
書

で
そ

れ
ぞ

れ
併

記
し

て
表

示
す

る
こ

と
。

[ 
０
４
１ 

] 
積

載
す

る
コ

ン
テ

ナ
の

大
き

さ
は

、
長

さ
 ６

 ．
 ０

 ６
 メ

ー
ト
ル

、
幅

 ２
 ．

 ４
 ４

 メ
ー

ト
ル

、
高

[　
室

蘭
　

] 
 ，

 記
載

変
更

自
動

車
重

量
税

　
　
非

課
税

[　
２
　

１ 
年

度
税

制
 ]
  

平
成

２
１年

６
月

３
０
日

　
　

継
続

検
査

　
　

受
検

済
み

＊
保

安
基

準
緩

和
＊

　
[ 
認

定
年

月
日

 ]
　

平
成

１８
年

６
月

３
０
日

　
[ 
北

海
道

運
輸

局
 ]
　

５
０
７

自
　
 動

 車
　
 検

 査
 証

平
成

　
21

年
　

 9
月

　
30

日
室

蘭
運

輸
支

局
長

備
考

-

[5
05

04
  
 0

00
0]

番
　
号

０
０
５
５
５

Ａ

4

使
用

の
本

拠
の

位
置

有
効

期
間

の
満

了
す

る
日

室
蘭

港
湾

開
発

通
運

　
　
株

式
会

社

北
海

道
室

蘭
市

祝
津

町
１丁

目
１番

６

平
成 22

7

所
有

者
の

氏
名

又
は

名
称

所
有

者
の

住
所

使
用

者
の

氏
名

又
は

名
称

使
用

者
の

住
所

＊
＊

＊

＊
＊

＊

＊
＊

＊

Ｃ
 Ｔ

 Ｂ
 ３

 ２
 ０

 Ｂ
 Ｅ

室
　
[ 
１ 

３
 ]
　
６
 ８

 １
 室

原
　

  
動

　
  

機
　

  
の

　
  

型
　

  
式

－

車
　

 両
　

 総
　

 重
　

 量

25
66

0
[ 
 3

03
60

]

-
12

20
12

20
12

10

車
　

体
　

の
　

形
　

状

後
 前

 軸
 重

後
 後

 軸
 重

類
別

区
分

番
号

車
　

両
　

重
　

量

前
 前

 軸
 重

前
 後

 軸
 重

[0
41

]

63
60

コ
ン

テ
ナ

セ
ミ

ト
レ

ー
ラ

ト
レ

ク
ス

k
W

－

型
式

指
定

番
号

総
排

気
量

又
は

定
格

出
力

燃
　

　
料

　
　

の
　

　
種

　
　

類
92

5
24

9
19

3
型

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
式

[2
40

00
]

19
30

0

自
家

用
・
事

業
用

の
別

事
業

用

初
度

登
録

年
月

自
 動

 車
 登

 録
 番

 号
 又

 は
 車

 両
 番

 号

平
成

用
　

途
登

録
年

月
日

／
交

付
年

月
日

自
動

車
の

種
別

平
成

幅
高

　
 さ

18
7

7
普

　
通

5
18

貨
物 最

　
 大

　
 積

　
 載

　
 量

車
　

　
　

  
台

　
　

　
  

番
　

　
　

  
号

長
　

　
　

　
　

さ

室
蘭

１ 
０
 ０

え
５
 ５

 ５
 ５

車
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
  

名

[1
99

]

乗
　

車
　

定
　

員 -

２
０
ｆｔ
コ
ン
テ
ナ
用

※
４
０
ｆｔ
の

１
２
．
１
９
ｍ
は

積
載

で
き

な
い
。

（
４
０
ｆｔ
積

載
は

長
さ
が

1
2
.5
m
以

上
の

シ
ャ
ー
シ
が

必
要

。
)

２
０
ｆｔ
フ
ル

積
載

・
減

載
と
も
に
運

行
可

能
。

※
４
０
ｆｔ
フ
ル

積
載

可
能

の
場

合
は

、
３
０
，
４
８

０
ｋ
ｇ
ま
た
は

３
０
，
５
０
０
ｋ
ｇ
と
記

載
さ
れ

て
い

ま
す
。

保
安

基
準

緩
和

を
受

け
、
こ

の
記

載
が

あ
る
も
の

に
限

り
、

海
コ
ン
フ
ル

積
載

が
可

能
。

フ
ル

積
載

時
、
第

五
輪

荷
重

値
に
注

意
。



ポール・トレーラについて 
 

 

 

 

ポール・トレーラは、長尺物の運搬に利用されますが、トラクタと積載物やドローバー

を利用して連結され、連結外観としては、キャブオーバ型のトラクタ（荷台を有するタイ

プ）に連結するケースと、セミトレーラ型のトラクタ（荷台を有さないタイプ）に連結す

る、２つの種類があります。 

 

 あらゆる長尺物に対応するため、積載状態での全長を自在に変えられますが、車両制限

令の範囲を超過する場合は、保安基準緩和等の措置が必要となります。 

 

 保安基準緩和を受けた車両は、車両制限令の一般制限値を超える許可を受ける事が可能

ですが、車検証の備考欄において運行する際の最大長が制限されているため、申請の際に

は、積載物の長さにも十分注意して下さい。 

 

 

 トレーラ側単体では、積載できる最大積載量は小さい値が多くを占めますが、トラクタ

側の最大積載量分を加味した重量での申請が可能です。ただし、車両総重量の値は超過出

来ませんので、十分注意して下さい。 
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日
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年
月

日
年

月
日

長
　

　
　

　
　

さ

室
蘭

９
 ０

 ０
を

  
  

 ８
 ８

車
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
  

名

[1
99

]

乗
　

車
　

定
　

員 -
東

急
幅

高
　

 さ

19
9

8
6

4
－

最
　

 大
　

 積
　

 載
　

 量

車
　

　
　

  
台

　
　

　
  

番
　

　
　

  
号

初
度

登
録

年
月

自
 動

 車
 登

 録
 番

 号
 又

 は
 車

 両
 番

 号

平
成

用
　

途
登

録
年

月
日

／
交

付
年

月
日

自
動

車
の

種
別

平
成

14
60

0

自
家

用
・
事

業
用

の
別

事
業

用

k
W

－

型
式

指
定

番
号

総
排

気
量

又
は

定
格

出
力

燃
　

　
料

　
　

の
　

　
種

　
　

類
49

2
24

9
13

8
型

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
式

車
　

体
　

の
　

形
　

状

後
 前

 軸
 重

後
 後

 軸
 重

類
別

区
分

番
号

車
　

両
　

重
　

量

前
 前

 軸
 重

前
 後

 軸
 重

[0
77

]

53
30

ポ
 ー

 ル
 ・

 ト
 レ

 ー
 ラ

車
　

 両
　

 総
　

 重
　

 量 19
93

0

-
-

24
70

24
70

Ｔ
 Ｐ

 １
 ５

 ０

Ｔ
 Ｐ

 １
 ５

 ０
 －

 ０
 １

 １
 １

 １
原

　
  

動
　

  
機

　
  

の
　

  
型

　
  

式

－

8

所
有

者
の

氏
名

又
は

名
称

所
有

者
の

住
所

使
用

者
の

氏
名

又
は

名
称

使
用

者
の

住
所

＊
＊

＊

＊
＊

＊

＊
＊

＊

番
　
号

０
０
８
８
０

Ａ

5

使
用

の
本

拠
の

位
置

有
効

期
間

の
満

了
す

る
日

苫
小

牧
港

湾
自

動
車

　
　
株

式
会

社

北
海

道
苫

小
牧

市
末

広
町

１丁
目

１番
１号

平
成 22

自
　
 動

 車
　
 検

 査
 証

平
成

　
21

年
　

 7
月

　
30

日
室

蘭
運

輸
支

局
長

備
考

-

[5
05

12
  
 0

00
0]

[　
室

蘭
　

] 
 ，

 継
続

検
査

自
動

車
重

量
税

　
　
非

課
税

[　
２
　

１ 
年

度
税

制
 ]
  

平
成

２
１年

７
月

２
８
日

　
　

継
続

検
査

　
　

受
検

済
み

＊
保

安
基

準
緩

和
＊

　
[ 
認

定
年

月
日

 ]
　

平
成

１７
年

７
月

２
７
日

　
[ 
北

海
道

運
輸

局
 ]
　

３
 ８

 ７

[ 
そ

の
他

検
査

事
項

 ]
　

　
（
１）

ポ
ー

ル
の

長
さ

は
、
２
４
．
５
メ

ー
ト
ル

以
下

と
す

る
こ

と
。

以
下

余
白

 [
 緩

和
事

項
 ]
 　

 [
 ０

０
１ 

] 
 長

さ
，
　
[ 
０
０
４
 ]
  

車
両

総
重

量
，
 [
 ０

０
８
 ]
  

最
小

回
転

半
径

，
　
[

 制
限

事
項

 ]
 　

[ 
０
２
４
 ]
　

被
け

ん
引

自
動

車
の

後
面

に
は

、
車

両
総

重
量

を
表

示
す

る
こ

と
。

，
 [
 ０

２
７
 ]
　

被
け

ん
引

自
動

車
の

後
面

に
は

、
け

ん
引

自
動

車
と

被
け

ん
引

自
動

車
と

の
連

結
時

の
最

小
回

転
半

径
を

表
示

す
る

こ
と

。
，
　
[ 
０
２
９
 ]
　
自

動
車

の
後

面
及

び
運

転
席

の
運

転
者

の

大
型

特
殊

見
や

す
い

箇
所

に
当

該
自

動
車

の
連

結
時

最
大

全
長

（
け

ん
引

自
動

車
の

最
前

端
部

か
ら

ポ
ー

ル
最

後
端

部
ま

で
の

長
さ

）
を

表
示

す
る

こ
と

。
，
　
[ 
０
３
６
 ]
　
ポ

ー
ル

を
積

載
し

て
運

行
す

る
際

は
、
ポ

ー
ル

の
前

端
を

け
ん

引
自

動
車

の
荷

受
台

中
心

よ
り
前

方
へ

１メ
ー

ト
ル

、
後

端
を

ポ
ー

ル
ト
レ

ー
ラ

の
荷

受
台

中
心

よ
り
３
メ

ー
ト
ル

を
そ

れ
ぞ

れ
超

え
て

積
載

し
な

い
こ

と
。
，
　
[ 
０
７
３
 ]
　
夜

間
、
ポ

ー
ル

を
積

載
し

て
運

行
す

る
際

は
、
ポ

ー
ル

の
最

前
端

部
付

近
、
中

央
部

付
近

及
び

最
後

端
部

付
近

の
両

側
に

側
方

か
ら

確
認

で
き

る
黄

色
の

灯
火

（
光

度
３
０
０
カ

ン
デ

ラ
以

下
）
を

備
え

る
こ

と
。
，
　
[ 
０
９
２
 ]
　
運

行
に

あ
た

っ
て

は
、
道

路
交

通
法

及
び

道
路

法
を

厳
守

す
る

こ
と

。
，
　
[ 
０
９
４
 ]
　
け

ん
引

自
動

車
に

は
運

行
記

録
計

を
備

え
、
運

行
状

況
の

記
録

を
す

る
こ

と
。
，
　
＊

け
ん

引
車

＊
三

菱
　
Ｋ

Ｃ
－

Ｆ
Ｖ

４
１２

Ｔ
Ｚ

改

運
行

に
あ
た
っ
て
の

長
さ
制

限
事

項



建設機械について 
 

 

建設機械の通行許可申請にあたって、自走が可能な建設機械は必ず車検証や適合証明書

に記載された重量で走行しなければなりません。 

 

分割可能な車両（トラッククレーンなど、クレーン部と台車部に分割できるもの。）は、 

必ず分割した状態で、通行許可を受ける必要があります。 
※お手元に保有される「新規開発車両に関する説明図書」からもご確認下さい。 

 

※ 分割しない状態では、車検証上において、車体の形状が「クレーン台車」などとなっ 

ている車両の数値とは一致しません。 

  

 申請時に添付をお願いしています、「新規開発車両適合証明書」に添付記載されている 

諸元表の軸重等の数値と、車検証に記載されている軸重等の数値が違う場合があります。 

この場合は、車検証の数値を使用して、申請書を作成して下さい。 

 

 この場合、分割されたクレーン上部については、セミトレーラ等で積載して運搬する 

必要が生じます。運搬に使用されるセミトレーラ等の合成諸元が一般制限値を超える 

場合は、特殊車両通行許可が必要となりますので、忘れずに申請をお願いします。 

 

 また、建設機械のうち自走が出来ないもの（キャタピラ式ドーザなど）についても、セ 

ミトレーラ等に積載して運搬する事となります。この場合も積載状態での申請が必要です。 

 

 自走が可能である建設機械等（モータグレーダ、ホイルローダなど）は、単車区分での

申請となります。こちらについても申請をお願いします。 

 

不明な点がありましたら、申請窓口へご相談下さい。 
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様式１

平成　　年　　月　　日

道路管理者

北海道開発局長 殿

申請者

住所

氏名 印

理由書・運行計画書

理由書

運行計画書

運行経路

運行年月日

運行時間

注意事項



（様式２）
平成　　年　　月　　日

　　道路管理者

北海道開発局長　殿

申請者

住所

会社名・氏名

代表者（役職）名 印

　　　表記の件について、下記のとおり変更致しましたので、届け出ます。

〒 －

〒 －

平成　　年　　月　　日

住  所

住  所

届出事項の発生した年月日

電 話 番 号

会社名・氏名

（ 役 職 名 ）

電 話 番 号

特殊車両通行許可申請における届出事項の変更届

記

届
出
印

届
出
印

旧

（ 役 職 名 ）

会社名・氏名

代 表 者 名

代 表 者 名



（様式３）

平成　　年　　月　　日

道路管理者

北海道開発局長 殿

住所

氏名 印

紛　失
さきに交付を受けていました許可証を 汚　損 しましたので、再交付下さるよう申請します。

その他

記

１．許可年月日 平成　　年　　月　　日

２．許可番号

３．許可期間 自　平成　　年　　月　　日

至　平成　　年　　月　　日

（注）１．再交付申請の理由は、該当するものを○で囲むこと。

　　　２．再交付申請の理由が「その他」の場合は（　）内に具体的に記載すること。

（ ）
　　　３．汚損等の場合には従前の許可証を必ず添付すること。

許 可 証 再 交 付 申 請 書



（様式４）

代 　理 　人　　行政書士　氏名

　　　　　　　　登録番号　第　　　　　号

事務所所在地
　　　　　　　　連絡先

TEL　　　　　　　　FAX

　私は、上記の者を代理人と定め、下記の期間に提出する特殊車両通行許可申請における

下記の事項に関する権限を委任します。

１　　期間　　平成　　年　　月　　日　～　平成　　年　　月　　日

２　　申請書類を作成（行政書士法第１条の２第１項）するための以下の事項

　　　申請書類の作成に関する一切の件

３　　上記１の書類の提出（電磁的記録にあっては申請書類等の送受信。以下同じ）を

　　　代理（行政書士法第１条の３第１項）するための以下の項目

　　　申請書類の提出の代理の件
　　　申請書類の補正の代理の件
　　　申請に当たって、申請内容を説明又は弁明する件
　　　許可証を受領する件
　　　申請を取り下げ又は撤回する件
　　　副代理人選任の件

　　　　　　平成　　年　　月　　日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　委任者

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　住　所

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　氏　名

委　任　状

記



（様式５）

平成　　年　　月　　日

　歳入徴収官

　室蘭開発建設部次長　殿

住所

氏名

　　　私は、特殊車両通行許可手数料の納付について、下記の通り代理人を定め、その

　　権限を委任しました。

　　　１　代　理　人　　　住所

　　　　　　　　　　　　　氏名

　　　２　代理の期間　　　平成　　年　　月　　日

　　　　　　　　　　　　　平成　　年　　月　　日

委　任　状

記
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